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人権擁護委員の委嘱

問
い
合
わ
せ

人権推進課　人権政策係
☎６５‐０６９４／ 6３‐４５８２

　人権擁護委員2名が1月1日、法務大臣から委嘱を受けられ
ました。任期は平成29年12月31日までの３年間です。
　人権に関わる悩みごとは、人権擁護委員にご相談ください。

平成２６年分�確定申告書の提出はお早めに
　今年も確定申告の時期が近づいてきました。水口税務署では下記の通り申告会場を開設し、相談を受け
付けますので、申告はお早めにお済ませください。
　個人で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、平成26年1月から記帳・帳簿の保存が必要となりました
のでご注意ください。

会　　場：水口社会福祉センター福祉ホール
開設期間：２月１６日(月)〜３月16日（月）（※土、日は開設しておりません。）

※混雑状況により相談受付を早め（16時頃）に締め切る場合があります。
※1月中は通常窓口での対応です。混雑状況により長時間お待ちいただくこともあります。

申告書はご自宅や事業所のパソコンで簡単に作成できます
　国税庁のホームページにアクセスし、画面の案内に従って入力すれば、税額などが自動計算され、所得税等の申
告書や青色申告決算書などが簡単に作成できます。

作成した申告書等の提出方法は２通りあります

1

2

住民基本台帳カード（電子証明書付）のある方
＊別途ＩＣカードリーダライタが必要です。

住民基本台帳カード（電子証明書付）のない方

インターネットで送信

プリンタで印刷し郵送等で提出

e-Tax

開設日 会場 開設時間

2月９日（月）～
2月13日（金）（祝日を除く）

水口社会福祉センター
福祉ホール

９時３０分～12時
13時～16時

◆所得税及び復興特別所得税の確
定申告書の作成に当たっては、「復
興特別所得税」欄の記載漏れの
ないようにご注意ください。
◆還付申告を含め、申告される全て
の方について「復興特別所得税」
欄の記載が必要となります。

復興特別所得税の
記載漏れにご注意 
ください

還付申告相談会場のご案内
・年金受給者の方を対象に、還付申告相談会場を開設します。

※会場には、必要書類、筆記用具、電卓、印鑑等（昨年確定申告され
た方は申告書の控え）をご持参ください。
※混雑状況により相談受付を早めに締め切る場合があります。

問
い
合
わ
せ

水口税務署　個人課税部門
☎６２‐０３１４

※左記番号におかけいただくと自動音声で案内します。アナウンスに従い操作してく
ださい。
税に関する情報…国税庁ホームページ　http://www.nta.go.jp　をご覧ください。

ご意見をお寄せください�

甲賀市子ども・子育て応援団支援事業計画（案）へのパブリックコメントを実施
　市では、これまで以上に安心して、子どもを産み育てる環境が整備されたまちの実現に向けて、妊娠・出産期か
ら切れ目のない子ども・子育て支援を総合的に行うため「甲賀市子ども・子育て応援団支援事業計画」の策定を進
めています。この計画（案）について、内容を公表し、市民の皆さんからご意見を募集します。

○意見募集期間  
　1月1日（木）から1月31日（土）まで
○意見を提出できる方  
　・市内に在住・在勤・在学する方
・市内に事業所・事務所を有する個人および法人そ
の他団体

○計画（案）の閲覧場所  
　・市ホームページ
　・こども応援課（水口社会福祉センター1階）
　・旧支所の各地域市民センター
○意見の提出方法  
　　住所、氏名、電話番号（市外在住の方で市内勤務

の方は勤務先、市内在学の方は学校名）、意見のあ
るページ番号などを明記のうえ、各閲覧場所に直接
持参していただくか、郵送、ＦＡＸ、Ｅメールで提出し
てください。
※各施設での閲覧、問い合わせ、意見の直接提出は、
1月5日（月）以降の執務時間内となります。

○意見の取り扱い  
　　提出いただいたご意見等は、住所・氏名など個人
情報を除き、回答とあわせて市ホームページで公表
させていただきます。個別の回答はいたしません。
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こども応援課　こども政策係
☎６５‐０７２９／ ６３‐４０８５
koka10253030@city.koka.lg.jp
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▲市長に建議書を手渡す農業委員会の
福本会長
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shiga-satooya@
sirius.ocn.ne.jp
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